
第５号議案 

 

蒲郡市手数料条例の一部改正について 

 

蒲郡市手数料条例の一部を改正する条例を、次のように制定するものとする。 

 

平成３０年２月２６日提出 

 

蒲郡市長  稲 葉 正 吉 

 

蒲郡市手数料条例の一部を改正する条例 

 

別紙のとおり 

 

提案理由 

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に伴い、所要の改正を行うため

提案する。 



蒲郡市手数料条例の一部を改正する条例 

 

蒲郡市手数料条例（昭和２９年蒲郡市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

別表消防法（昭和２３年法律第１８６号）関係の手数料の表３の項中「５３万円」

を「５７万円」に、「８３万円」を「８８万円」に、「１０１万円」を「１０７万円」

に、「１１２万円」を「１２０万円」に、「１４２万円」を「１５２万円」に、「１６

６万円」を「１７８万円」に、「３８８万円」を「４０７万円」に、「５１０万円」

を「５３４万円」に、「６２９万円」を「６４９万円」に、「１１３万円」を「１１

８万円」に、「１３４万円」を「１４１万円」に、「１５０万円」を「１５８万円」

に、「１８３万円」を「１９４万円」に、「２１４万円」を「２２６万円」に、「４３

５万円」を「４５５万円」に、「５５７万円」を「５８２万円」に、「６７７万円」

を「７０７万円」に、「５７５万円」を「５９３万円」に、「７２５万円」を「７４

７万円」に、「１，０７０万円」を「１，０９０万円」に改め、同表１５の項中「４

１万円」を「４２万円」に、「５４万円」を「５６万円」に、「７０万円」を「７３

万円」に、「９２万円」を「９６万円」に、「１０４万円」を「１０９万円」に、「１

６０万円」を「１６６万円」に、「１８２万円」を「１９０万円」に、「２０３万円」

を「２１２万円」に、「４９万円」を「５３万円」に、「６３万円」を「６８万円」

に、「９９万円」を「１０３万円」に、「１３１万円」を「１４１万円」に、「１７２

万円」を「１７８万円」に、「３３２万円」を「３４３万円」に、「４０６万円」を

「４１９万円」に、「４６５万円」を「４８０万円」に、「９１０万円」を「９３２

万円」に、「１，２４０万円」を「１，２６０万円」に、「１，７００万円」を「１，

７３０万円」に改め、同表１７の項中「３１万円」を「３２万円」に、「４３万円」

を「４６万円」に、「７２万円」を「７５万円」に、「９６万円」を「１０２万円」

に、「１２１万円」を「１３０万円」に、「２９５万円」を「３１５万円」に、「３６

２万円」を「３８７万円」に、「４１７万円」を「４４６万円」に、「２６６万円」

を「２６９万円」に、「３１９万円」を「３２３万円」に、「４７９万円」を「４８

３万円」に改める。 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 


